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鳥取県県土整備部長 

（公 印 省 略） 

 

 

   鳥取県調査基準価格及び最低制限価格等設定要領の取扱いについて（通知） 

 

 このことについて、鳥取県調査基準価格及び最低制限価格等設定要領（平成３０年１１月１４日

付第２０１８００２２１３１２号県土整備部長通知）を下記のとおり取扱うこととし、平成３１年

４月１日以降に調達公告を行う建設工事から適用することとしましたので、御承知ください。 

（担当：県土総務課建設業・入札制度室 梅林 

電話０８５７－２６－７３４７、ファクシミリ０８５７－２６－８１９０） 

 

記 

 

 消費税及び地方消費税の額が１０％で算出されている予定価格の場合においては、本要領中にあ

る「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に読み替えて適用してください。 

様


